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資料１ ハラスメントに関する法令-1 

◯ 男女雇用機会均等法（セクシュアルハラスメント，妊娠・出産等ハラスメント） 

  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号） 

11 条（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等） 

 １ 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその

労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよ

う、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置

を講じなければならない。 

 ２ 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述

べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 ３ 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合に

は、これに応ずるように努めなければならない。 

 ４ 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を
図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

 ５ （略） 

第１１条の２（職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務） 

 １ 国は、前条第１項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を
行ってはならないことその他当該言動に起因する問題（以下この条において「性的言動問題」という。）に
対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるよう
に努めなければならない。 

 ２ 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労

働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の

措置に協力するように努めなければならない。 

 ３ 事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深

め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 

 ４ 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うととも

に、事業主の講ずる前条第１項の措置に協力するように努めなければならない。 

第１１条の３（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等） 

 １ 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産

したこと、労働基準法第 65 条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第２項の規定による

休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により

当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応する

ために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

 ２ 第１１条第２項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事

実を述べた場合について準用する。 

 ３ 厚生労働大臣は、前２項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を
図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

 ４ （略） 

第 11 条の４（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務） 

 １ 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に
起因する問題（以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。）に対する事業主その他国民一
般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 
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 ２ 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労

働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の

講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 

 ３ 事業主（その者が法人である場合にあって、その役員）は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心

と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 

 ４ 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を

払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 

 

◯ 育児・介護休業法（育児・介護等ハラスメント） 

  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号） 

第 25 条（職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等） 

 １ 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家

族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が

害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の

雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

 ２ 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べ

たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

第25条の2（職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務） 

 １ 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起

因する問題（以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。）に対する事業主その他国民一般の

関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 
 ２ 事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働

者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講

ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 

 ３ 事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心

と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 

 ４ 労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払

うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 

 

◯ 労働施策総合推進法（パワーハラスメント） 

  労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律（令和

七年法律第六十三号） 

第 30 条の 2（雇用管理上の措置等） 

 １ 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超

えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適

切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

 ２ 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べ

たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 ３ 厚生労働大臣は、前２項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図

るために必要な指針（以下この条において「指針」という。）を定めるものとする。 
 ４・５・６（略） 
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第 30 条の３（国、事業主及び労働者の責務） 

 １ 国は、労働者の就業環境を害する前条第１項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起

因する問題（以下この条において「優越的言動問題」という。）に対する事業主その他国民一般の関心と理

解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 
 ２ 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の

労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項

の措置に協力するように努めなければならない。 

 ３ 事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深

め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 

 ４ 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うととも

に、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 
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資料２ ハラスメントに関する法令-2（2025.6 改正、2026.12 施行） 

◯ 労働施策総合推進法（カスタマーハラスメント） 

  ※ 2025 年 6 月改正による条文（改正後 1 年 6 月以内に施行） 

33 条（職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等） 

 １ 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係

を有する者（次条第五項において「顧客等」という。）の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の

性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害され

ることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管

理上必要な措置を講じなければならない。 

 ２ 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べ

たことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 ３ 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第１項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合

には、これに応ずるように努めなければならない。 

 ４ 厚生労働大臣は、前３項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を
図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

 ５ 第 31条第 4 項及び第 5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する 

34 条（職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務） 

 １ 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行行ってはならないことその他当該言動
に起因する問題（以下この条において「顧客等言動問題」という。）に対する事業主その他国民一般の関心
と理解を深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように
努めなければならない 

 ２ 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の

事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほ

か、国の講ずる前項の措置に協力するよう努めなければならない。 

 ３ 事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を

深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 

 ４ 労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な

注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第１項の措置に協力するように努めなければならない。 

 ５ 顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めるとともに、労働者に対する言動が当該労働者の就業

環境を害することのないよう、必要な注意を払うように努めなければならない。 

 

◯ 男女雇用機会均等法（就活セクハラ） 

  ※ 2025 年 6 月改正による条文（改正後 1 年 6 月以内に施行） 

13 条（求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等） 

 １ 事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの（以下この項及び次項並びに次条

において「求職者等」という。）によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動（以下この項及

び同条第一項において「求職活動等」という。）において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な

言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切

に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

 ２ 事業主は、労働者が事業主による求職者等からの前項の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを

理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 ３ 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を
図るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。 

 ４ （略） 
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14 条（求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務） 

 １ 国は、求職者等の求職活動等を阻害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該
言動に起因する問題（以下この条において「求職活動等における性的言動問題」という。）に対する事業主
その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなけれ
ばならない。 

 ２ 事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、

当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、

国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 

 ３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、その役員）は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対

する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 

 ４ 労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注

意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。 

 
  



 
 

7 
 

資料３ カスハラに関連するその他の法令の定め等 

 
◯ フリーランス・事業者間取引適正化等法 

  （「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」2023 年成立） 

  

第 13 条（妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮） 
１ 特定業務委託事業者は、その行う業務委託（…略…「継続的業務委託」という。）の相手方であ

る特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業者（…略…）が妊娠、出産若しくは育

児又は介護（以下この条において「育児介護等」という。）と両立しつつ当該継続的業務委託に

係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなけ

ればならない。 
２ 特定業務委託事業者は、その行う継続的業務委託以外の業務委託の相手方である特定受託事業

者からの申出に応じて、当該特定受託事業者（…略…）が育児介護等と両立しつつ当該業務委託

に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をする

よう努めなければならない。 

第 14 条（業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等） 
１ 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関

して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、そ

の者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じな

ければならない。 
 一 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者（その者が第二条第一項第二

号に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人）に係る業務委託の条件について不

利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。 
 二 特定受託業務従事者の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関

する言動によりその者の就業環境を害すること。 
 三 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務委託に係る業務を遂行する上で必要

かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること。 
２ 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者が前項の相談を行ったこと又は特定業務委託事業

者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その者（…略…）に

対し、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。 
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◯ 迷惑行為者に対応する際に根拠となりうる法令等 

 ・ 契約締結の自由 

 ・ 信義誠実の原則（信義則），権利の濫用 

 

 ・ 施設管理権 
 「施設管理権」は、施設の管理者が、施設内の秩序を守るために、特定の人物の入場を制限したり、

特定の行動を禁止したりできる権限である。施設管理権について定めた法律の規定はないが、施設管

理権を否定する見解はなく、裁判例にも施設管理権が認められることを前提とするものが見られる（最

判 H7.9.8・オリエンタルモーター事件，最判 H1.1.19・日本チバガイギー事件等）。 
 施設管理権の根拠は明確にされていないが、状況によって、以下が根拠となると考えられる。 
  ・所有権（民法 206 条が「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及

び処分をする権利を有する。」と定めている）。 
  ・賃借権（賃貸借契約による施設の使用・収益の範囲内で）。 
  ・管理委託（委託者の所有権や賃借権の範囲内で） 
  ・施設利用者との個別合意（施設の利用規約等） 
  ・公物に対する国・地方公共団体の「公物管理権」（法律の規定はない。条例がある場合もある） 
 施設管理権が認められるとしても、施設管理者が来場者の行為（写真撮影やビラ配布等）を無条件

で制限できるわけではなく、過度な規制は権利の濫用（民法１条３項）や公序良俗違反（民法 90 条）

と評価される可能性がある。 
 施設管理権は法律による根拠規定が明確でないため、「撮影禁止」「ビラ配布禁止」「長時間の利用禁

止」のように、制限される行為を利用規約に明記したり店舗に掲示する等して、施設利用者に周知す

ることで、個別合意があるといえる状況にしておくことが、トラブル予防の見地から重要であるとい

える。そのうえで、過度な規制とならないように配慮することも必要となる。 
 
  

民法第１条（基本原則） 
１ 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 
２ 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 
３ 権利の濫用は、これを許さない。 

民法第 521 条（契約の締結及び内容の自由） 
１ 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することがで

きる。 
２ 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 
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◯ 旅館業法（2023 年改正） 

※ 旅館業法施行規則第５条の６に定めるものを繰り返す行為を「特定要求行為」という。 

 ［特定要求行為の具体例］（厚労省「カスタマーハラスメントへの対応」サイトより） 
 ・ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、宿泊料の不当な割引や不当な慰謝

料、不当な部屋のアップグレード、不当なレイトチェックアウト、不当なアーリーチェックイン、

契約にない送迎等、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう繰り返し求

める行為 
 ・ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、自身の泊まる部屋の上下左右の部

屋に宿泊客を入れないことを繰り返し求める行為 
 ・ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、特定の者にのみ自身の応対をさせ

ること又は特定の者を出勤させないことを繰り返し求める行為 
 ・ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、土下座等の社会的相当性を欠く方

法による謝罪を繰り返し求める行為 
 ・ 泥酔し、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがある宿泊者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、

長時間にわたる介抱を繰り返し求める行為 
 ・ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、対面や電話、メール等により、長時

間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を繰り返し行う行為 
 ・ 宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業者に対し、要求の内容の妥当性に照らして、

当該要求を実現するための手段・態様が不相当なものを繰り返し求める行為 
  

旅館業法第５条 営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならな

い。 
 一 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。 
 二 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認め

られるとき。 
 三 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対す

る宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定め

るものを繰り返したとき。 
 四 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。 
 
旅館業法施行規則第５条の６ 法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のい

ずれかに該当するものであって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害す

るおそれのあるものとする。 
 一 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求（宿泊に関して障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律（・・・）第二条第二号に規定する社会的障壁の除去を求める

場合を除く。） 
 二 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動（営業者が宿泊しようとする者

に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第八条第一項の不当な差別的取扱い

を行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。）を交えた要

求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの 
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◯ 医師法（応招義務」「応召義務」） 

 ［「正当な事由」に関する厚労省の解釈］ 

  ・ 昭和 24 年 9 月 10 日付医発第 752 号厚生省医務局長通知 

  ・ 「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」（医政発 1225 
第４号 令和元年 12 月 25 日） 

 
  

医師法第 12 条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、

これを拒んではならない。 

医師法第 12 条 何が正当な事由であるかは、それぞれの具体的な場合において社会通念上健

全と認められる道徳的な判断によるべきである 

２ 患者を診療しないことが正当化される事例の整理 
 …（略）… 
 (2) 個別事例ごとの整理 
   １(3)の考え方（※）を踏まえ、医療機関の対応として患者を診療しないことが正当化され

るか否か、また、医師・歯科医師個人の対応として患者を診療しないことが応招義務に反

するか否かについて、具体的な事例を念頭に整理すると、次のとおりであること。なお、

…（略）…。 
   ※ 「医療機関の対応としてどのような場合に患者を診療しないことが正当化されるか否

か、また、医師・歯科医師個人の対応としてどのような場合に患者を診療しないこと

が応招義務に反するか否かについて、最も重要な考慮要素は、患者について緊急対応

が必要であるか否か（病状の深刻度）であること。」 
  ① 患者の迷惑行為 
    診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎とな

る信頼関係が喪失している場合（※）には、新たな診療を行わないことが正当化される。 
   ※ 診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等 
  ② …（略）… 
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資料４ カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み（カスハラ対策企業マニュアル） 

 

 「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」（厚生労働省）の「4.1 カスタマーハラスメント対策の基本
的な枠組み」（p18～）の内容を以下にまとめた。 

■ カスタマーハラスメントを想定した事前の準備 

１ 事業主の基本方針•基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発 

 企業として、基本方針や姿勢を明確にすることにより、企業が従業員を守り、尊重しながら業務を
進めるという安心感が従業員に育まれる。 

・組織のトップが、カスタマーハ
ラスメント対策への取組の基本
方針・基本姿勢を明確に示す。 

・カスタマーハラスメントから、
組織として従業員を守るという
基本方針・基本姿勢、従業員の
対応の在り方を従業員に周知・
啓発し、教育する。 

（基本方針に含める要素例） 
・ カスタマーハラスメントの内容 
・ カスタマーハラスメントは自社にとって重大な問題である 
・ カスタマーハラスメントを放置しない 
・ カスタマーハラスメントから従業員を守る 
・ 従業員の人権を尊重する 
・ 常識の範囲を超えた要求や言動を受けたら、周囲に相談し
て欲しい 

・ カスタマーハラスメントには組織として毅然とした対応を
する 

 

２ 従業員（被害者）のための相談対応体制の整備 

・カスタマーハラスメントを受け
た従業員が相談できるよう相談
対応者を決めておく、または相
談窓口を設置し、従業員に広く
周知する。 

 

 相談対応者は、カスタマーハラスメントが実際に発生してい
る場合だけでなく、発生のおそれがある場合やカスタマーハラ
スメントに該当するか判断がつかない場合も含めて、幅広く相
談に応じて迅速かつ適切に対応する。 
 相談対応者は、相談者の心身の状況や受け止め方など認識に
も配慮しながら慎重に相談に応じる。 
（相談対応者） 
 従業員からカスタマーハラスメントに関する相談を受ける相
談対応者は、日頃から現場の状況に精通していることや、何か
トラブルがあった際も現場に急行しやすいことから、相談者の
上司、現場の管理監督者が担うことが考えられる。 
（相談窓口） 
 相談窓口は、カスタマーハラスメントのために必ずしも特別
に設ける必要はない。ハラスメント相談窓口や社内ヘルプライ
ン等で対応できるようにするなど、社内関係部署（人事労務部
門、法務部門等）、外部関係機関と連携が取りやすくする。 

・相談対応者が相談の内容や状況
に応じ適切に対応できるように
する。 
相談対応者が適切に相談対応す

るためには、人事労務部門や法務
部門、外部関係機関（弁護士等）
と連携できるような体制を構築す
るとともに、具体的な対応方法を
まとめたマニュアルを整備し、相
談対応者向けに定期的に研修等を
実施することが有効である。 

 

（相談対応者の役割） 
 相談対応者の役割としては、相談の受付（一次対応）や、発
生した事実の確認、関係部署への情報共有等の役割を担う。 
事実確認の方法としては、相談者及び他の従業員に状況を確

認することや、店舗等における録画や録音が残っていれば相談
者とともに内容を確認することなどが挙げられる。 
その後、必要に応じて関係部署と連携しながら、顧客等への

対応方法の検討・実施、相談者へのフォロー等を行うことが考
えられる。 
（相談者への教育） 
 相談対応者は、現場の状況把握や事実確認と報告、顧客等へ
の対応、相談者へのフォローなどの役割を担うことになるた
め、相談対応者への教育は大変重要となる。 
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状況によっては、その場でカスタマーハラスメントかどうか
の判断やそれに応じた顧客対応を求められることもあり、相談
対応者は社内であらかじめ定めた基準や対応手順を理解し、ケ
ーススタディ等を通して対応例を想定しておく必要がある。 
そのため、相談対応者には定期的に研修等を行うことが有効

である。 
（相談対応を行う上での留意点） 
 軽微と思われる事案であっても深刻な問題が潜んでいる場合
がある。初期対応次第で、相談者の不信感を生むことや問題解
決に支障が出ること、会社や上司に不信感を生じさせる可能性
があるので、相談対応者は丁寧な対応が望まれる。 
相談対応者は、相談者の話を傾聴する姿勢が重要で、詰問に

ならないように留意する必要がある。 
相談者から「死にたい」などと自殺を暗示する言動があった

場合は、相談対応者は人事部門と連携し、直ちに産業医、産業
カウンセラー等の医療専門家につなぐことが求められる。 

・カスタマーハラスメント対策を
中心となって進める組織の設置 

 カスタマーハラスメントに対応
する体制を構築する上では、相談
対応者・相談窓口とは別に、カス
タマーハラスメント対策を推進
し、取組全体を所管する組織があ
るとよい。 

カスハラ対策を中心となって進める組織を設置し、企業とし
て一体的に対応できるようにしておくことが望まれる。 
（カスハラ対策を中心となって進める組織の役割） 
・ 本社組織（人事労務部門、カスタマーサービス部門、法務
部門など）が中心となって対策推進チームを設け、基本方針
や対応方法・手順の作成、教育や周知、再発防止策の検討・
実施を取りまとめる。 

・ 相談対応者や相談窓口等から受けた情報をもとに、法的対
応や外部機関との連携が必要となる事案について判断、アド
バイスを行う。 

 

３ 対応方法、手順の策定 

(1) 現場での初期対応の方法、手順 

 カスタマーハラスメントを受けた際に慌てず適切な対応が取れるように、対応方法等をあらかじめ
決めておく。 
業種や業態、企業文化、顧客等との関係などによって各社で対応方針が異なりうるが、各社の業務

内容、業務形態、対応体制・方針等の状況にあわせて、あらかじめ対応方法例を準備しておくことが
重要である。 
顧客等への対応は、基本的には複数名で対応し、対応者を一人にさせない、行為が深刻な場合は一

次対応者に代わって現場監督者が対応する等、従業員の安全にも配慮する必要がある。 
小規模な店舗等や営業時間帯によって引き継ぐ管理者がその場にいないような場合は、現場従業員の
みでも適切な対応ができるよう基本的な対応方法を一般従業員に周知しておくことが必要である。顧
客対応が不適切な場合、顧客の態度がエスカレートすることが想定されるため、どの従業員にも基本
的な対応ができるよう教育しておくとよい。 

・ハラスメント行為の類型に応じ
た顧客等への対応 

 顧客等の行為には様々なパター
ンがあり、それぞれの状況に応じ
た柔軟な対応を想定しておくこと
が望まれる。 
状況によっては迅速な対応が求

められるケースもあることから、
あらかじめ様々な想定をしておく
とスムーズに対応することが可能
となる。 

（ハラスメント行為別：顧客等への対応例） 
1. 時間拘束型 
 長時間にわたり、顧客等が従業員を拘束する。居座りをす
る、長時間、電話を続ける。 
（対応例） 
 対応できない理由を説明し、応じられないことを明確に告げ
る等の対応を行った後、膠着状態に至ってから一定時間を超え
る場合、お引き取りを願う、または電話を切る。複数回電話が
かかってくる場合には、あらかじめ対応できる時間を伝えて、
それ以上に長い対応はしない。現場対応においては、顧客等が
帰らない場合には、毅然とした態度で退去を求める。状況に応
じて、弁護士への相談や警察への通報等を検討する。 
2. リピート型 
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 理不尽な要望について、繰り返し電話で問い合わせをする、
または面会を求めてくる。 
（対応例） 
連絡先を取得し、繰り返し不合理な問い合わせがくれば注意

し、次回は対応できない旨を伝える。それでも繰り返し連絡が
来る場合、リスト化して通話内容を記録し、窓口を一本化し
て、今後同様の問い合わせを止めるように伝えて毅然と対応す
る。状況に応じて、弁護士や警察への相談等を検討する。 
3. 暴言型 
 大きな怒鳴り声をあげる、「馬鹿」といった侮辱的発言、人
格の否定や名誉を毀損する発言をする。 
（対応例） 
 大声を張り上げる行為は、周囲の迷惑となるため、やめるよ
うに求める。侮辱的発言や名誉毀損、人格を否定する発言に関
しては、後で事実確認ができるよう録音し、程度がひどい場合
には退去を求める。 
4. 暴力型 
 殴る、蹴る、たたく、物を投げつける、わざとぶつかってく
る等の行為を行う。 
（対応例） 
 行為者から危害が加えられないよう一定の距離を保つ等、対
応者の安全確保を優先する。 
また警備員等と連携を取りながら、複数名で対応し、直ちに

警察に適報する。 
5. 威嚇・脅迫型 
 「殺されたいのか」といった脅迫的な発言をする、反社会的
勢力とのつながりをほのめかす、異常に接近する等といった、
従業員を怖がらせるような行為をとる。または、「対応しなけ
れば株主総会で糾弾する」、「SNSにあげる、口コミで悪く評
価する」等とブランドイメージを下げるような脅しをかける。 
（対応例） 
 複数名で対応し、警備員等と連携を取りながら対応者の安全
確保を優先する。また、状況に応じて、弁護士への相談や警察
への通報等を検討する。ブランドイメージを下げるような脅し
をかける発言を受けた場合にも毅然と対応し、退去を求める。 
6. 権威型 
 正当な理由なく、権威を振りかざし要求を通そうとする、お
断りをしても執拗に特別扱いを要求する。または、文書等での
謝罪や土下座を強要する。 
（対応例） 
 不用意な発言はせず、対応を上位者と交代する。要求には応
じない。 
7. 店舗外拘束型 
 クレームの詳細が分からない状態で、職場外である顧客等の
自宅や特定の喫茶店などに呼びつける。 
（対応例） 
 基本的には単独での対応は行わず、クレームの詳細を確認し
た上で、対応を検討する。対応の検討のために、事前に返金等
に対する一定の金額基準、時間、距離、購入からの期間などの
制限などについて基準を設けておく。店外で対応する場合は、
公共性の高い場所を指定する。納得されず従業員を返さないと
いう事態になった場合には、弁護士への相談や警察への通報等
を検討する。 
8. SNS/インターネット上での誹謗中傷型 
 インターネット上に名誉を毀損する、またはプライバシーを
侵害する情報を掲載する。 
（対応例） 
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 掲示板や SNS での被害については、掲載先のホームページ等
の運営者（管理人）に削除を求める。投稿者に対して損害賠償
等を請求したい場合は、必要に応じて弁護士に相談しつつ、発
信者情報の開示を請求する。名誉毀損等について、投稿者の処
罰を望む場合には弁護士や警察への相談等を検討する。解決策
や削除の求め方が分からない場合には、法務局や違法・有害情
報相談センター、「誹謗中傷ホットライン」（セーファーイン
ターネット協会）に相談する。 
9. セクシュアルハラスメント型 
 従業員の身体に触る、待ち伏せする、つきまとう等の性的な
行動、食事やデートに執拗に誘う、性的な冗談といった性的な
内容の発言を行う。 
（対応例） 
 性的な言動に対しては、録音・録画による証拠を残し、被害
者及び加害者に事実確認を行い、加害者には警告を行う。執拗
なつきまとい、待ち伏せに対しては、施設への出入り禁止を伝
え、それでも繰り返す場合には、弁護士への相談や警察への通
報等を検討する。 

・現場でのクレーム初期対応 
 現場対応者による初期対応にお
いては、まずは誠意ある対応をし
つつ、状況を正確に把握し、事実
確認をする必要がある。ただし、
顧客から暴力行為やセクハラ行為
を受けた場合は、すぐに現場監督
者に相談する等事案を引き継ぎ、
一人で対応しないようにすること
が重要である。 
現場対応、電話でのクレーム対

応のどちらにおいても、次の事項
に留意しつつ、まずは顧客の主張
を傾聴することが求められる。現
場対応の場合は、不要なトラブル
を避けるため、初期対応の時点
で、複数名で対応することもよ
い。 

（現場対応・電話でのクレーム対応の留意点） 
1. 対象となる事実、事象を明確かつ限定的に謝罪する 
対象を明確にした上で限定的に謝罪する。 
・ 「この度は不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳あり
ません」といったように不快感を抱かせたことに謝り、正
確に状況が把握できていない段階では、企業として非を認
めたような発言をすることは望ましくない。 

・ 非を認めて謝罪するのは、事実確認をして社内で判断を
したときである。その際も、過失の程度に応じた謝罪をす
ることが望ましい。 

2. 状況を正確に把握する 
・ まずは、今後顧客と連絡が取れるように、顧客の名前・住
所・連絡先等の情報を得る。 

・ 次に、顧客が主張する内容を正確に把握することが求めら
れる。顧客から話を聞く際には、途中で発言を遮ることや反
論はせず、まずは一通り事情を確認する。相手の話をじっく
り聞くことで、顧客を落ち着かせることにもつながる。 

・ 一通り事情を確認した後、顧客が話す内容に不明確なもの
があれば確認をし、不足する情報があれば追加で意見をもら
い、顧客の勘違いがあれば正しい情報を提供する。 

・ 話を聞く際には、常に冷静に穏やかに対応する。 
3. 現場監督者（一次相談対応者）または相談窓口に情報共有す
る 
顧客から確認した情報は、現場監督者または相談窓口対応者

に共有する。 
相談対応者が正確かつ迅速に状況を把握するため、現場対応

者は顧客の要望のみならず、出来るだけ事実関係を時系列で整
理して報告することが望まれる。 

・カスタマーハラスメントが疑わ
れる場合の対応 

 カスタマーハラスメントが疑わ
れる場合は、録音・録画・対応記
録・時間の計測など検証可能な証
拠を収集する。また、悪質性が高
いと疑われる場合には、単独での
対応をせず複数名で対応する。 
クレームの初期対応は、対応者

が現場対応者か、電話受付対応者

（留意するポイント） 
1. 現場での対応 
 苦情を専門に受け付けるため、専用電話を設置して録音が出
来るようにしておく。 
・ 基本的には第一受信者が責任を持ち、問い合わせ案件のた
らい回しをしない。 

・ 丁寧な言葉使いで、相手がゆっくりと理解できるように説
明する。 

・ 顧客の発言内容と齟齬が出ないよう、メモを取りながら話
を聞き復唱して確認する。 
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かによっても、その対応の内容が
異なる。また、顧客の求めに応じ
て訪問するケースも想定され、現
場での対応時、電話での対応時、
顧客訪問での対応時と各シーンに
あわせて留意するポイントをまと
めておくとよい。 

・ 対応出来ることと出来ないことをはっきりさせ、相手に過
大な期待を抱かせない。 

・ 即時回答できない内容については、事実を確認してから追
って返事をする。 

・ 途中で電話を中断するときは、社内での相談内容が漏れな
いように必ず電話の保留機能を利用する。 

2. 顧客訪問による対応 
・ 冷静になりにくい時間帯（夜間や早朝）の訪問は避ける。 
・ 喫茶店など周囲から聞かれる場所や決められた場所以外に
は行かない。 

・ あらかじめ訪問先や問題点について情報を集め、問い合わ
せ内容への対応方針を決めておく。 

・ まずは、相手の言い分を聞くだけにする。 
・ できるだけ二人で行く（一人では対応させない。一方、多
人数での訪問も控える。）。 

・ 現場での些細な言葉や態度で、相手の不信感を招くことや
その後の対応をこじらせないよう、原因がはっきりしない時
点では安易な推定で説明をしない。 

（企業における初動対応の事例） 
・ 夜間・早朝には行かない、喫茶店や別の場所には行かな
い。 

・ 店舗であれば録画のできるところで対応、窓口であれば録
音できるようにする。 

・ 個室でゆっくり話を聞く、ロビーラウンジでお茶を飲みな
がら話を聞くなど、顧客を落ち着かせる。 

(2) 内部手続（報告・相談、指示・助言）の方法、手順（本社•本部との連携が必要な場合） 

 顧客対応の状況によっては、顧客等からの犯罪行為等により、法的な手続や、警察や弁護士等との
連携が必要な場合等、現場対応だけでは、解決できないケースがある。 
その場合、本社・本部と連携して対応にあたる必要があることから、あらかじめ本部•本社への報

告が必要な事項・報告する場合の手続を事前に決めておく。 
顧客対応を行った従業員から、相談を受けた現場監督者、または相談窓口から状況に応じて本社・

本部へ情報共有を行い、指示を仰ぐ形となる。 
カスタマーハラスメント対応とクレーム対応とで切り離して体制を整える必要はなく、クレーム対

応の延長として、相談手続を扱うようにしておくとよい。 

・本社•本部まで報告・相談する際
の判断基準 

（本社•本部まで報告・相談をすることを要する場合の例） 
・ 顧客等とのやり取りにおいて訴訟手続きが必要となる 
・ 警察、地方自治体等、社外の組織と連携が必要となる 

・本社・本部まで報告・相談する
際の相談先 

・ 顧客等から損害賠償請求があったときは法務部門に相談す
るとともに、相手の行為が刑法犯（強要罪等）に該当する可
能性があるときは、法務部門、人事総務部門とともに、警察
や弁護士等に相談、連絡、通報等する等、各社の組織体制に
あわせてエスカレーション体制を整える。 

・本社•本部まで報告・相談する際
に共有すべき内容 

 顧客情報や要望と併せて、これ
まで対応者がいつ、どこでどのよ
うに対応したか、その結果につい
て時系列で整理しておくと、その
後引き継いだ担当者がスムーズに
対応しやすくなる。 

（本社・本部へ対応を引き継ぐ際に共有する情報の例） 
・ 対応日時・場所 
・ 対応従業員 
・ 要望者の情報 
・ 管理者の指示 
・ 要望の内容 
・ 対応結果 
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４ 社内対応ルールの従業員等への教育・研修 

 顧客等からの迷惑行為、悪質なクレームに対応できるように、日頃から研修等を通して従業員への
教育を行う。 
 研修等については、可能な限り全員が受講し、かつ定期的に実施することが重要である。 
中途入社の従業員や顧客対応を行うアルバイト等にも入社時に研修や説明を行うなど、漏れなく全

員が受講できるようにする。 
教育する内容としては、経営層のメッセージ（基本方針・基本姿勢）を含めることや、あらかじめ

定めた対応方法や手順、顧客等への接し方のポイントといった接客実務に関する内容を盛り込むこと
が求められる。 
 階層別に経営層や相談対応者（上司、現場監督者）への教育・研修を行うことも重要である。特に
経営層に対しては、カスタマーハラスメントの事業への影響や優先順位を判断した上での対応が求め
られることを外部講師による研修等を通じて意識改革を図るなど、積極的に取組を促すことが有効で
ある。 

・過去に職場で発生した事案、経
験等を踏まえた事例やケースス
タディを設けると、より各企
業、組織にとって効果的な内容
になる。 

 

（研修等の内容の例） 
・ 悪質なクレーム（カスタマーハラスメント）とは（定義や
該当行為例、正当なクレームとの相違） 

・ カスタマーハラスメントの判断例（判断基準やその事例） 
・ パターン別の対応方法 
・ 苦情対応の基本的な流れ 
・ 顧客等への接し方のポイント（謝罪、話の聞き方、事実確
認の注意点等） 

・ 記録の作成方法 
・ 各事例における顧客対応での注意点 
・ ケーススタディ 

 

■ カスタマーハラスメントが実際に起こった際の対応 

５ 事実関係の正確な確認と事案への対応 

 顧客等からのクレームが正当な主張なのか、言いがかりのような悪質なクレームなのか判断をする
ため、顧客等の主張をもとに、それが事実であるかを確かな証拠・証言に基づいて確認する。 
 事実かどうかの判断については、個別に状況を判断せず、周囲や管理者に相談する等、複数名で判
断する。たとえ、「今すぐ答えを出せ」と言われても、明らかな事情がない限り、極力その場で答え
を出さないようにする。顧客等の主張が事実と異なる場合には指摘をし、事実ならば企業として適切
な対応を検討する。 

・事実関係の整理・判断 
 相談対応者または相談窓口対応
者が、従業員から相談を受けた場
合、まずは事実関係を整理し、顧
客等から受けた言動がハラスメン
ト行為にあたるかどうか判断する
必要がある。 

（相談（窓口）対応者が事実関係を整理する流れ） 
① 時系列で、起こった状況、事実関係を正確に把握し、理解
する。 

② 顧客等の求めている内容を把握する。 
③ 顧客等の要求内容が妥当か検討する。 
④ 顧客等の要求の手段・態様が社会通念上相当か検討する。 
（留意点） 
・ 事実関係を確認する際には、トラブルの状況を録音／録画
されたものを、対応者が相談者（事案担当者）とともに確認
すると、より状況を正確に把握することができる。 

・ 確認できだ情報をもとに、要求の内容が妥当か、その手
段・態様が社会通念上相当かを検討し、顧客等の要望に関し
て対応方針を決めていくことになるが、あらかじめ社内で対
応方針、手順を決めておくと、スムーズにその後の対応を決
めることができる。 

・ 相談者の心身の状況や事案の受け止め方等にも配慮し、意
向に沿いながら丁寧かつ慎重に事実確認を行う。 
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・ プライバシーを保護し、不利益取扱いを行わない旨をあら
かじめ伝えながら、相談に応じる。 

 （企業における事実確認の事例） 
・ 相談内容を録音したものや、トラブル状況を録画したもの
を、事案担当者が管理者とともに確認し、状況を把握するよ
うにする。 

・ 運行中の事案については乗務員からの報告や、運行中の動
画を確認することによって状況を把握している。 

・ 訴訟になる可能性がある案件（怪我等の人的損害等）か、
過失割合をはっきりさせるよう努力している。 

・事実関係の確認後の事案への対
応 

 事実関係の確認が完了したの
ち、カスタマーハラスメントであ
ると判断するに至った場合には、
あらかじめ策定した手順・基準に
沿って判断、対応する。 

（企業における行為者への対応事例） 
・ 責任のある立場の者から行為者へ帰ってもらう旨を伝え
る。 

・ 出入り禁止を通告する。 

 

６ 従業員への配慮の措置 

 被害を受けた従業員に対する配慮の措置を適正に行う。 

・従業員の安全確保の配慮 
 顧客等が、殴る、蹴る、物を投
げるといった暴力行為や身体に触
るといったセクハラ行為を行って
くる場合、従業員の安全確保を行
わなければならない。 

（例） 
・ 現場監督者が顧客対応を代わり、顧客等から従業員を引き
離す 

・ 状況に応じて、弁護土や管轄の警察と連携を取りながら、
本人の安全を確保する 

・精神面への配慮 （顧客等からの言動により、従業員にメンタルヘルス不調の兆
候がある場合の配慮の例） 
・ 産業医や産業カウンセラー、臨床心理士等の専門家に相談
対応を依頼してアフターケアを行う 

・ 専門の医療機関への受診を促す 
（その他、従業員の心の健康の保持増進を図る配慮の例） 
・ 定期的にストレスチェックを行う等、従業員の状況を確認
し、問題がある場合は産業医への相談を促す 

（被害内容に合わせた配慮の例） 
・ セクシュアルハラスメントを受けた場合に、同性の相談対
応者が対応する 

・その他の配慮 （企業における従業員への配慮の例） 
・ 上手く顧客対応をした人への表彰を行う等、ポジティブな
方向でクレーム窓口担当者を称賛する取組を行っている 

・ 顧客からの問い合わせ窓口対応者間では、お互いで話をさ
せるなど、懇親のイベントを設けるようにし、ストレスが過
度にかかる部署であることを意識し、定期的に息抜き、共感
の機会を設ける等している 

 

 

７ 再発防止のための取組 

 カスタマーハラスメント問題が一旦解決した後も、同様の問題が再発することを防ぐため、取組を
継続し、従業員の顧客対応の理解を深める。 
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 取組を継続する上では、定期的に取組を見直すことも重要である。 

・接客対応の改善 
カスタマーハラスメントの再発

防止は容易ではないが、従業員の
接客態度によりクレームがカスタ
マーハラスメントに発展するよう
なケースについては、その接客対
応の改善によって再発防止を図る
ことが可能である。 

（接客対応の改善のための方法の例） 
・ 事案発生時には、従業員に対して何らかのメッセージ・情
報の発信をする。現場を預かる管理職が現場の従業員に注意
喉起をするだけでも効果が見込まれる。 

・ 接客対応に関する研修や Eラーニングによる周知 
・ 社内事例ごとに検証し、新たな防止策を検討し、毎年のト
ップメッセージやクレーム対応マニュアル、研修などの見直
し・改善に役立てる。 

・ プライバシーに配慮しつつ、同様の問題が発生しないよう
に、社内会議等で情報共有する。 

（企業における再発防止のための取組事例） 
・ 朝礼をはじめとした従業員が集まる場で、トラブル事例を
共有するようにしている 

・ 報告書等をまとめ、社内関係者に共有する 
・ 多発するトラブル事例については、勉強会を行い、関係部
署に情報共有するようにしている 

・ 個人情報には触れないような形で、トラブル事案を類型化
し、ガイドラインなどでまとめて従業員に共有している 

・企業内でのハラスメント対応と
の違い 

カスタマーハラスメント対応と企業内でのハラスメント対応
との大きな違いとして、カスタマーハラスメント行為の場合、
末然防止やハラスメント行為者に対する直接的な措置が直ちに
行いづらい点がある。 
企業内でのハラスメント対応においては、トップメッセージ

や社内研修等により、ハラスメント行為について未然防止の働
きかけを行うことができ、また、ハラスメント被害を受けた従
業員が会社に相談し、相談内容がハラスメントに該当すると判
断されれば、行為者に対して指導・懲戒等の適切な措置を取る
ことができる。 
これに対し、カスタマーハラスメントにおいては、顧客等に

対しハラスメント行為について未然防止の働きかけを行うこと
は企業内の対応に比べると容易でなく、顧客等による行為が社
内でハラスメントだと認定されても、会社と顧客等との間に雇
用関係がないため、出入り禁止や行為の差し止めといった直接
的な措置を取るには利用規約（定型約款）や裁判などが必要な
ケースもある。 
そのため、社内の関係部門に加え、個々の企業として弁護士

との連携や、業界として所管官庁との連携が重要になる。 

 

８ その他、カスタマーハラスメントの予防・解決のために取り組むべきこと 

・カスタマーハラスメントの発生
状況の迅速な把握と情報の記録 

 顧客等からのトラブル、ハラス
メントを受けた場合を想定して、
あらかじめ従業員からの情報収
集、相談の方法を整えておく必要
がある。 

① ハラスメント発生状況の迅速な把握 
 従業員からの相談を待つばかりでなく、カスタマーハラスメ
ントの発生を迅速に把握し、またカスタマーハラスメントにな
りそうな予兆を捉えるため、能動的に情報を取得する取組、仕
組みが必要である。 
（能動的に情報を取得する取組・仕組の例） 
・ 緊急事態報告メールを専門部署に連絡させる 
・ 現場従業員から上長に電話する。不在時にはエリア担当者
に電話することを徹底する 

・ 大きな問題にならないように、担当部門の部門長が事例発
生後すぐに情報共有する 
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・ 事故報告書を書く前に、関係部署ヘメールや電話等で相談
し、対応方法を検討し、早期に対応する 

・ 通話内容を文字化するシステムで、テキストをリアルタイ
ムにチェックする 

・ 現場では上長が把握し、本部には上長から報告を入れる 
・ 本社で警察 OBを雇い、現場を巡回させて状況を把握するよ
うにする 

・ 年に 1、2回上長と従業員の間で面談を実施する 
・ LINEグループを作成し、悩み事や気づいたこと等は随時共
有するようにする 

・ 必要に応じて電話を録音する、接客の状況を録画する 
② 事案発生後の振り返りのための情報の記録・管理 
 顧客等の申し出内容および対応の経緯、結果は正確に記録
し、関係部署に共有・報告するとともに、再発防止策の検討に
活用する。 
（共有・報告の例） 
・ 緊急システムで直接事案の概要等を入力させる。 
・ 従業員に、どういった事象・トラブルがあったか、レポー
トを上げるように指示を出しておき、起票されたものを、担
当者が確認する。 

・ 事件発生については事故報告書に記録する。 
・ 営業日誌で共有する 

・取引先等から協力依頼を受けた
場合（自社従業員が取引先等で
ハラスメント行為を行った場
合） 

 自社の従業員が、取引先等での
ハラスメント行為を疑われ、事実
確認等の必要な協力を求められた
場合は、これに応ずるように努め
なければならない。 
また、取引先等から事実確認等

への協力を求められたことを理由
として、取引先等との契約を解除
する等の不利益な取扱いを行うこ
とは望ましくない。取引先との良
好な関係を維持するためにも真摯
な対応が求められる。 
自社の従業員によるハラスメン

ト行為が認められた場合は懲戒処
分の判断を行う必要があることか
ら、主体的に調査に関与すること
が重要である。 
実際に、調査を実施する場合

は、取引先と相談の上、中立的な
立場となり得る外部機関（弁護士
等）に調査を依頼する方法も考え
られる。 

（取引先への注意事項） 
 立場の弱い取引先等に無理な要求をしない、させないといっ
たことに加え、取引先企業の従業員に対しても自社従業員と同
様に言動に必要な注意を払い、自社以外の従業員に対してもハ
ラスメントを起こさないといったメッセージを社内の従業員に
周知し、教育する。 
（取引先と良好な関係を築くための好事例） 
・ 取引先はパートナー企業、取引先からの派遣従業員はパー
トナー従業員と呼び、自社従業員と同様に扱っている 

・ 会社として、各取引先にアンケートを実施している。回答
企業は無記名とし、「自社の社員が暴言をはいていません
か」等の設問を設け、問題のある部署にはヒアリングを行う
ようにしている 

・ 企業の行動指針として、「取引先との関係」の項目を設
け、自社従業員に他社従業員への接し方の注意について周知
している 

・ 被害者だけでなく、加害者にならないよう、コンプライア
ンスという観点で教育している 

・ Eラーニング等を通して商習慣の中で過度な要求がないよ
う、取引先への伝え方等について指導している 

（取引先企業との接し方に関する留意点） 
業務の発注者、資材の購入者等、実質的に優位な立場にある

企業が、取引先企業に過大な要求を課し、それに応えられない
際に厳しく叱責する、取引を停止することや、業務とは関係の
ない私的な雑用の処理を強制的に行わせることは、独占禁止法
上の優越的地位の濫用や下請法上の不当な経済上の利益の提供
要請に該当し、刑事罰や行政処分を受ける可能性がある。 

・取引先等へ協力依頼を行う場合
（自社従業員が取引先等からハ
ラスメント被害を受けた場合） 

 自社の従業員が取引先等からハ
ラスメントの被害を受けた場合に

（自社従業員から相談を受けた際の対応） 
① 自社従業員から相談を受け、事情を確認する 
② 事実確認を行うため、取引先に協力を依頼する 
⑧ 取引先と共同で、ハラスメント行為が疑われる取引先従業
員から事実確認を行う 
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十分な対応を行っていないと、事
業主は安全配慮義務違反として当
該従業員に対して損害賠償責任を
負うおそれがある。 

 
 また、日頃から取引先等との間で良好な関係を築き、ハラス
メントが発生しにくい環境を醸成することが求められる。 

・再発防止のための取引先への協
力依頼 
取引先等にて、行為者に対する

措置が行われた後は、同様の事案
が発生しないよう、取引先等及び
自社にハラスメント防止のための
周知を行う必要がある。 

（再発防止のための周知の例） 
・ 取引先にはハラスメントを行ってはならないこと、ハラス
メントに該当する行為について、自社従業員にメッセージの
発信、研修等の教育にて周知してもらう 

・ 自社内においても、同様のトラブルが起こらないよう被害
者のプライバシーに配慮した上で事案を共有し、悩みがある
際は、所属長である上司や相談窓口担当者に相談するよう促
す 

・職場における実態の把握 
 顧客や取引先等から迷惑行為を
受けても、誰にも相談できずに悩
んでいる従業員がいることが想定
される。そのため、日頃から職場
の実態を把握するためのヒアリン
グやアンケート調査を実施し、職
場の状況を定期的に確認すること
が望ましい。 

 ヒアリングやアンケート調査で問題が確認されれば、相談対
応者や相談窓口が中心に協議を行い、その後の対応策について
検討する。 
（ヒアリングの方法の例） 
・ 部下の様子を確認することにもつながることから、現場対
応者に最も近い管理職による状況確認が効果的な方法として
考えられる 

（アンケート調査の方法の例） 
・ その他ハラスメント調査やストレスチェックを実施してい
れば、回答者の負担を減らし、自然な流れで確認できること
から、それらに併せて実施することが一つの方法として考え
られる 

 

 

  



 
 

21 
 

資料５ カスタマーハラスメント対策に関する基本方針等の例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

カスタマーハラスメント対策に関する基本方針 

2025年 7 月 
〇〇株式会社 

 
当社は、次のとおり、カスタマーハラスメント対策に関する基本方針を定めます。当社社
員は、お客様から常識の範囲を超えた要求や言動を受けたら、上司その他周囲に相談して
ください。 

１．カスタマーハラスメントとは、お客様のご発言やご対応等の言動であって、社会通念
上許容される範囲を超えたものにより、当社社員の就業環境が害されることであり、次
の例がカスタマーハラスメントに該当する可能性があります。なお、以下は例示であ
り、カスタマーハラスメントがこれらに限られるわけではありません。 

 【カスタマーハラスメントに該当する可能性のある行為の例】 
 ・当社の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められないにもかかわらず行われる

要求 
 ・要求の内容が、当社の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合 
 ・身体的な攻撃 
 ・精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言） 
 ・威圧的な言動 
 ・土下座の要求 
 ・継続的な（繰り返される）、執拗な（しつこい）言動 
 ・拘束的な行動（不退去、居座り、監禁） 
 ・差別的な言動 
 ・社員個人への攻撃、要求 
 ・不合理な商品交換の要求 
 ・不合理な金銭補償の要求 
 ・不合理な謝罪の要求 

２．当社は、カスタマーハラスメントは、個人の尊厳を傷つけ、安全で働きやすい職場環
境を害する不当な言動であり、社員（派遣社員を含みます。以下同じ。）の人権尊重の
見地から当社にとって重大な問題であると考え、これを放置することなく対処します。 

３．当社は、カスタマーハラスメントから社員を守るため、以下のカスタマーハラスメン
ト対策に取り組みます。 

 ・社員のための相談対応体制の整備 
 ・カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の策定 
 ・カスタマーハラスメントへの対応方法、手順等の対応ルールの社員への教育・研修 
 ・カスタマーハラスメントにかかる相談があった場合の事実関係の確認と事案への対応 
 ・社員の安全確保、精神面への配慮の措置 
 ・再発防止のための取組 

４．当社は、カスタマーハラスメントから社員を守るため、組織として毅然とした対処を
するとともに、事案により警察や弁護士等の外部関係機関との連携や法的手続の利用な
どにより、厳正に対処します。 
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資料６ カスハラの予防・対策マニュアルの例 
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資料 7 カスハラの類型（パターン）に応じた対応例一覧 

 カスハラの予防・対策マニュアル（資料６参照）を作成する際に、各企業の具体的状況に応じて、顧客等

迷惑行為への対応例を記載することが有用である。 
 その場合に、次の一覧から、各企業の実態に適した迷惑行為の類型を選択することを検討する。 
 

言動・例 対応例 
身体的な攻撃 

・殴る，蹴る，わざとぶつかってく

る 
・物を投げつける 
・つばを吐きかける 

・まずは身の安全を確保する 
・身の危険を感じたら距離をとる 
・周囲の従業員に警察に通報するように伝える，警備員に対応を要請す

る 
・無理して取り押さえようとしない 

精神的な攻撃 

・侮辱的発言，差別的発言，誹謗中

傷 
暴言 

・大声で怒鳴る，恫喝，罵声 
威嚇・脅迫 

・物を壊し威圧，異常に接近する，

「殺す」，SNS やマスコミへの暴

露をほのめかす，凶器を持参し何

らかの要求をする，反社会的勢力

とのつながりをほのめかす 

・そのような言動を止めるよう促す 
・著しい場合は、録音するとともに、侮辱罪、脅迫罪、恐喝罪などに抵

触する可能性がある旨を伝える 
・それでもなお言動が続くようであれば退去を求める（退去についてマ

ニュアルに記載があれば、「マニュアルに従い退去を求めます。」と伝

える（以下同じ） 
・大声を張り上げる行為は、周囲の迷惑となるため、やめるように求め

る 
・状況に応じて、弁護士への相談や警察への通報等を検討する  

セクシュアルハラスメント 

・待ち伏せ，つきまとい 
・わいせつな行為・発言をする 
・食事・デートにしつこく誘う 

・性的な言動に対しては、録音・録画による証拠を残し、被害者・加害

者に事実確認を行い、加害者には警告を行う 
・警告してもなお執拗に性的言動がある場合は、退去を求める 
・執拗なつきまとい、待ち伏せに対しては、施設への出入り禁止を伝え、

それでも繰り返す場合には、弁護士への相談や警察への通報等を検

討する  
揚げ足とり言いがかり 

・言葉尻をとらえる，言葉の粗探し 
・話をすりかえる 
・執拗に責め立てる 
・「態度が気に入らない」 

・そのような発言を止めるよう促す 
・あまりにも執拗な場合は、理由を添えて対話を中止する旨を伝える 
・状況に応じて、退去を求める 

正当な理由のない過度な要求 

・言いがかりによる金銭の要求 
・対応できないことを繰り返し強要 
・担当業務以外の苦情 

・理由を添えて要求に応じることができない旨を伝える 
・要求が脅迫めいたものであれば、脅迫罪などに抵触する可能性がある

旨を伝え、要求を止めさせる 
・状況に応じて警察への通報を検討する 

権威の行使 

・優位な立場にいることを利用し暴

言 
・特別扱いをするよう要求 

・対応を上位者と交代する 
・優位な立場にあることを理由とした暴言は、立場の上下に関係なく許

されるものではないことを伝え、発言を止めさせる 
・返答してもなお要求がある場合は、当該要求の返答内容は、立場の上

下に影響しない（立場が上であっても下であっても同様の判断・返答

になる）ことを明確に伝える 
拘束 

・長時間電話で話す，長時間拘束す

る 
・理由なく夜間での対応を要求する 
・従業員の自宅に電話する 

・相手の主張・要求を再確認した上で回答し、これ以上話をしても回答

は変わらないことを伝える 
・それでも拘束・繰り返しが続くようであれば、これ以上対応できない

理由を説明する 
・膠着状態が一定時間に達した場合、退去を求める／電話を切る 
・複数回電話がかかってくる場合には、あらかじめ対応できる時間を伝

えて、それ以上に長い対応はしない 
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繰り返し 

・同じ内容のクレームを何度も繰り

返す 
・電話を切ってもすぐにかけ直す 

・現場に居座って退去の求めに応じない場合、状況に応じて、弁護士へ

の相談や警察への通報等を検討する 
・電話での理不尽な要求は、連絡先を取得し、繰り返し不合理な問い合

わせがくれば注意し、次回は対応できない旨を伝える。それでも繰り

返し連絡が来る場合、リスト化して通話内容を記録し、窓口を一本化

して、今後同様の問い合わせを止めるように伝えて毅然と対応する。

状況に応じて、弁護士や警察への相談等を検討する 
店外拘束 

・クレームの詳細が分からない状態

で、職場外である顧客等の自宅や

特定の喫茶店などに呼びつける 
  
  

・基本的には単独での対応は行わず、クレームの詳細を確認した上で、

対応を検討する 
・対応の検討のために、事前に返金等に対する一定の金額基準、時間、

距離、購入からの期間などの制限などについて基準を設けておく 
・店外で対応する場合は、公共性の高い場所を指定する 
・納得されず従業員を返さないという事態になった場合には、弁護士へ

の相談や警察への通報等を検討する 
非協力 

・説明を聞かない 
・説明を聞いても納得・理解しない 
・謝罪を受け入れない 

・これまでのやりとりの内容を把握しているか確認する 
・やりとりの内容を把握していない（聞く耳を持っていない）場合は、

協力的な態度を示してもらわないと話が前に進まない旨を訴える 
・建設的な話をするつもりがあるのか、それとも、単なる嫌がらせなの

か尋ねる 
会話の脱線・膠着 

・本筋とは関係のない話をする 
・自己主張ばかりで話が進まない 
  

・どのような件で今、自分たちは対話しているのか尋ねる 
・用件以外の件に関する話は一切しない旨をはっきりと伝える 
・あまりにも話が脱線・膠着する場合は、理由を添えて対話を中止する

旨を伝える 
・状況に応じて退去を求める 

謝罪の要求 

・文書での謝罪を要求する 
・土下座を強要する 
  

・なぜ謝罪を求めているのか明確な理由を尋ねる 
・その理由が理不尽なものであれば、どのような主張であれ謝罪するこ

とはない（謝罪するようなことは何もしていない）旨をはっきりと伝

える 
・土下座等度を超えた謝罪を要求された場合は、こちらに非があって

も、通常認められる謝罪の程度を超えている旨を伝え、断る 
・強要が続く場合は、その行為は強要罪等に抵触する旨や謝罪をいった

ん保留し、弁護士と相談する旨を伝える 
無断撮影 

・職場を無断で撮影する 
・従業員を無断で撮影する 

・撮影を止めるよう求める 
・命じてもなお撮影を続ける場合は、法律上保護されるべき人格的利益

の侵害に当たる（撮影されることを許可していない人の意思（＝人格

的利益）に反して撮影を続けこれを侵害すること。）ことを伝え、再

度撮影を止めるよう求める 
・状況に応じて退去を求める 

投稿 

・従業員の氏名や画像を SNS に投

稿する 
・対応状況を SNS で投稿する 
・インターネット上で名誉を毀損す

る 
  

・SNS 等に投稿しようとする意思を示した者に対しては、投稿の内容

が従業員の画像である場合は肖像権の侵害に、従業員個人又は組織

全体の誹謗中傷を含む内容である場合は名誉棄損罪、侮辱罪等に抵

触する可能性がある旨を伝え、投稿しないよう促す 
・投稿されたものを発見した場合は、掲載先のホームページ等の運営者

（管理人）に削除を求める 
・投稿者に対して損害賠償等を請求したい場合は、必要に応じて弁護士

に相談しつつ、発信者情報の開示を請求する 
・名誉毀損等について、投稿者の処罰を望む場合には弁護士や警察への

相談等を検討する 
・解決策や削除の求め方が分からない場合には、法務局や違法・有害情

報相談センター、「誹謗中傷ホットライン」（セーファーインターネッ

ト協会）に相談する 
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資料８ ハラスメントに関連する犯罪行為 

 ハラスメント行為が犯罪行為に該当する場合、行為者が刑事処分を受ける可能性がある。 

【ハラスメント行為について成立する可能性のある犯罪行為】 
○ 不退去（刑法 130条） 

○ 不同意わいせつ（刑法 176条） 

○ 不同意性交等（刑法 177条） 

  未遂（刑法 180条） 

○ 傷害（刑法 204条） 

○ 暴行（刑法 208条） 

  暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは 30万円以下
の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 

  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又
は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、３年以下の拘禁刑又は 10 万
円以下の罰金に処する。 

１ 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、
表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行
為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6 月以上 10年以下の拘禁刑に処する。 

 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 
 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 
 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 
 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 
 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 
 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面し
て恐怖し、若しくは驚愕していること。 

 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 
 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそ
れを憂慮していること。 

２ 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、
又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同
様とする。 

３ 16 歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、第一項と同様とする。 

１ 前条第１項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意
思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部（陰茎を除く。）若しくは
物を挿入する行為であってわいせつなもの（以下この条及び第 179条第 2項において「性交等」と
いう。）をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。 

２ 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、
又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とす
る。 

３ 16 歳未満の者に対し、性交等をした者も、第１項と同様とする。 

  第 176条から前条までの罪の未遂は、罰する。 

  人の身体を傷害した者は、15 年以下の拘禁刑又は 50万円以下の罰金に処する。 
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○ 逮捕・監禁（刑法 220条） 

 
○ 脅迫（刑法 222条） 

○ 強要（刑法 223条） 

○ 名誉毀損（刑法 230条） 

  公共の利害に関する場合の特例 

○ 侮辱（刑法 231条） 

○ 信用毀損及び業務妨害（刑法 233条） 

○ 威力業務妨害（刑法 234条） 

○ 恐喝（刑法 249条） 

○ 器物損壊（刑法 261条） 

  未遂（刑法 250条） 

 

１ 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の
拘禁刑又は 30万円以下の罰金に処する。 

２ 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項
と同様とする。 

  前３条（文書等毀棄・建造物等損壊等）に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害し
た者は、３年以下の拘禁刑又は 30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 

１ 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 
２ 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様にす
る。 

  この章（詐欺・背任・恐喝等）の未遂は、罰する。 

  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用い
て、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 

１ 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁
刑若しくは禁固又は 50 万円以下の罰金に処する。 

２ 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しな
い。 

１ 前条第１項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあ
ったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰し
ない。 

２ （以下略） 

  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の拘禁刑若しくは 30万円以下の罰金
又は拘留若しくは過料に処する。 

  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3
年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金に処する。 

  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 

  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、３月以上７年以下の拘禁刑に処する。 
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○ 撮影罪（性的姿態撮影等処罰法 2条） 

○ 軽犯罪法違反（同法 1条） 

  

１ 正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において
不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの
（対象性的姿態等）を撮影する行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は 300 万円以下の罰金に処す
る。 

２ 前項の罪の未遂は、罰する。 

  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 
 一 （略） 
 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに

使用されるような器具を隠して携帯していた者 
 四 （略） 
 五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又

は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は
乱暴な言動で迷惑をかけた者 

 六～十二 （略） 
 十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威

勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当
物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給
に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 

十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣
に迷惑をかけた者 

十五～二十七 （略） 
二十八 他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若

しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者 
二十九～三十 （略） 
三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者 
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示

物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 
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資料９ 職場におけるハラスメント問題に関し雇用管理上講ずべき措置等の内容まとめ 

 
 法で定められている職場におけるハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置の具体的内容について
は、次の４つの指針が公表されている。 
・「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」（平成 

18 年厚生労働省告示第 615 号） 
・「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置につい
ての指針」（平成 28 年厚生労働省告示第 312 号） 

・「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよ
うにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」（平成 21 年厚生労働省告示第 509 号） 

・「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等
についての指針」（令和 2 年厚生労働省告示第 5 号） 

 各ハラスメントは明確に区分できるものではなく、雇用管理上の措置には共通する部分が多い。このため、
各指針の記述にも共通する部分が多い。そこで、以下に、各指針に共通する記述を統一して記述するととも
に、各ハラスメントの特徴に応じた記述を付記する形でまとめた。 

１ 事業主が職場におけるハラスメントに起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容 

 事業主は、当該事業主が雇用する労働者又は当該事業主（法人の場合はその役員）が行う職場における
ハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならない。 

 

(1) 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発 
 事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメント、職場における妊娠・出産・育児休業等に関
するハラスメントおよび職場におけるパワーハラスメント（以下、「職場におけるハラスメント」
という。）に関する事業主の方針の明確化、労働者に対する事業主の方針の周知・啓発として、次
のイおよびロの措置を講じなければならない。 

 なお、周知・啓発をするにあたっては、職場におけるハラスメントの防止の効果を高めるため、
その発生の原因や背景（以下、「ハラスメントの背景等」という。）について労働者の理解を深め
ることが重要である。その際、ハラスメントの背景等には、以下のものがあると考えられるから、
これらを解消していくことが職場におけるハラスメントの防止の効果を高める上で重要であること
に留意することが必要である。 

〔労働者の理解を深めることが重要なハラスメントの背景等〕 
■ セクシュアルハラスメント 
  セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景等には、性別役割分担意識に基づく言動もある
と考えられる。 

■ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 
  妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの背景等には、(ⅰ) 妊娠・出産等や育児休業等
に関する否定的な言動※が頻繁に行われるなど、育児休業・介護休業等の制度（以下、「制度
等」という。）の利用又は制度等の利用の請求等をしにくい職場風土や、(ⅱ)制度等の利用がで
きることの職場における周知が不十分であることなどもあると考えられる。 

  ※ 「否定的な言動」は、他の女性労働者の妊娠・出産等の否定や他の労働者の制度等の利用
の否定につながる言動をいい、当該労働者に直接行わない言動も含む。ただし、単なる自ら
の意思の表明は除く。 

■ パワーハラスメント 
  職場におけるパワーハラスメントの背景等には、労働者同士のコミュニケーションの希薄化な
どの職場環境の問題もあると考えられる。 
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 事業主が講ずべきイおよびロの措置 

イ 職場におけるハラスメン
トの内容および職場における
ハラスメントを行ってはなら
ない旨の事業主の方針を明確
化し、管理監督者を含む労働
者に周知・啓発すること。 

  妊娠・出産・育児休業等に
関するハラスメントについて
は、上記のほかに、妊娠・出
産等や育児休業等に関する否
定的な言動が職場における妊
娠・出産・育児休業等に関す
るハラスメントの発生の原因
や背景となり得ることや制度
等の利用ができる旨を明確化
し、管理・監督者を含む労働
者に周知・啓発すること。 

（事業主の方針を明確化し、労働者に周知・啓発していると認めら
れる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書におい
て、事業主の方針を規定し、当該規定と併せて、職場におけるハ
ラスメントの内容およびその発生の原因や背景を、労働者に周
知・啓発すること。 

  妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、制度
等の利用ができる旨も規定する。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報または啓発のた
めの資料等に職場におけるハラスメントの内容およびその発生の
原因や背景ならびに事業主の方針を記載し、配布等すること。 

  妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、制度
等の利用ができる旨も記載・配布等する。 

③ 職場におけるハラスメントの内容およびその発生の原因や背景な
らびに事業主の方針を労働者に対して周知・啓発するための研
修、講習等を実施すること。 
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、制度
等の利用ができる旨についても周知・啓発する。 

ロ 職場におけるハラスメン
トに係る言動を行った者につ
いては、厳正に対処する旨の
方針および対処の内容を就業
規則その他の職場における服
務規律等を定めた文書に規定
し、管理監督者を含む労働者
に周知・啓発すること。 

（対処方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書におい
て、職場におけるハラスメントに係る言動を行った者に対する懲
戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。 

② 職場におけるハラスメントに係る言動を行った者は、現行の就業
規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定め
られている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労
働者に周知・啓発すること。 

 

(2) 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

 事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要
な体制の整備として、イおよびロの措置を講じなければならない。 

イ 相談への対応のための窓
口（以下「相談窓口」とい
う。） をあらかじめ定め、
労働者に周知すること。 

（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例） 
① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。 
② 相談に対応するための制度を設けること。 
③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。 

ロ イの相談窓口の担当者
が、相談に対し、その内容や
状況に応じ適切に対応できる
ようにすること。 

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしている
と認められる例） 

① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じ
て、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕
組みとすること。 

② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意
点などを記載したマニュアルに基づき対応すること。 

③ 相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研
修を行うこと。 

 相談窓口においては、被害
を受けた労働者が萎縮するな
どして相談を躊躇する例もあ
ること等も踏まえ、相談者の
心身の状況や当該言動が行わ
れた際の受け止めなどその認
識にも配慮しながら、職場に
おけるハラスメントが現実に
生じている場合だけでなく、
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その発生のおそれがある場合
や、職場におけるハラスメン
トに該当するか否か微妙な場
合等であっても、広く相談に
対応し、適切な対応を行うよ
うにすること。 

 例えば、以下の場合が考えら
れる。 
・放置すれば就業環境を害する
おそれがある場合 

・性別役割分担意識に基づく言
動が原因や背景となってセク
シュアルハラスメントが生じ
るおそれがある場合 

・妊娠・出産・育児休業等に関
する否定的な言動が原因や背
景となって妊娠出産・育児休
業等に関するハラスメントが
生じるおそれがある場合 

・労働者同士のコミュニケーシ
ョンの希薄化などの職場環境
の問題が原因や背景となって
パワーハラスメントが生じる
おそれがある場合 

 

(3) 職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 

 事業主は、職場におけるハラスメントに係る相談の申出があった場合において、その事案に係る
事実関係の迅速かつ正確な確認および適正な対処として、次の措置を講じなければならない。 

イ 事案に係る事実関係を迅
速かつ正確に確認すること。 

（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる
例） 

① 相談窓口の担当者、人事部門または専門の委員会等が、相談を行
った労働者（以下「相談者」という。）および職場におけるハラ
スメントに係る言動の行為者とされる者（以下「行為者」とい
う。）の双方から事実関係を確認すること。 

  その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止め
などその認識にも適切に配慮すること。 

  また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致が
あり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三
者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。 

② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場
合などにおいて、男女雇用機会均等法 18条、育児・介護休業法
52条の 5 または労働施策総合推進法 30条の 6 に基づく調停の申
請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。 

ロ イにより、職場における
ハラスメントが生じた事実が
確認できた場合においては、
速やかに被害を受けた労働者
（以下、「被害者」とい

（措置を適正に行っていると認められる例） 

① 事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向け
ての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の
謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復、管理監督者または事
業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調へ
の相談対応等の措置を講ずること。 
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う。）に対する配慮のための
措置を適正に行うこと。 

② 男女雇用機会均等法 18 条、育児・介護休業法 52 条の 5または労
働施策総合推進法 30条の 6に基づく調停その他中立な第三者期間
の紛争解決案に従った措置を被害者に対して講ずること。 

ハ イにより、職場における
ハラスメントが生じた事実が
確認できた場合においては、
行為者に対する措置を適正に
行うこと。 

（措置を適正に行っていると認められる例） 

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における
職場におけるハラスメントに関する規定等に基づき、行為者に対
して必要な懲戒その他の措置を講ずること。あわせて事案の内容
や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、
被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪等の措
置を講ずること。 

② 男女雇用機会均等法 18 条、育児・介護休業法 52 条の 5または労
働施策総合推進法 30条の 6 に基づく調停その他中立な第三者機関
の紛争解決案に従った措置を行為者に対して講ずること。 

ニ 改めて職場におけるハラ
スメントに関する方針を周
知・啓発する等の再発防止に
向けた措置を講ずること。 

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例） 
① 職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針および職
場におけるハラスメントに係る言動を行った者について厳正に対
処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等
広報または啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等するこ
と。 

② 労働者に対して職場におけるハラスメントに関する意識を啓発す
るための研修、講習等を改めて実施すること。 

 職場におけるハラスメント
が生じた事実が確認できなか
った場合においても、同様の
措置を講ずること。 

 

(4) (1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置 
 (1)から(3)までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。 
イ 職場におけるハラスメント
に係る相談者・行為者等の情
報は当該相談者・行為者等の
プライバシーに属するもので
あることから、相談への対応
または当該職場におけるハラ
スメントに係る事後の対応に
あたっては、相談者・行為者
等のプライバシーを保護する
ために必要な措置を講ずると
ともに、その旨を労働者に対
して周知すること。 

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を
講じていると認められる例） 
① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあ
らかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際
には、当該マニュアルに基づき対応するものとすること。 

② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担
当者に必要な研修を行うこと。 

③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護する
ために必要な措置を講じていることを、社内報、パンフレット、
社内ホームページ等広報または啓発のための資料等に掲載し、配
布等すること。 

相談者・行為者等のプライバ
シーには、性的指向・性自認や
病歴、不妊治療等の機微な個人
情報も含まれるものであるこ
と。 

ロ 労働者が職場におけるハラ
スメントに関し相談をしたこ
ともしくは事実関係の確認に
協力したこと、都道府県労働
局に対して相談、紛争解決の
援助の求めもしくは調停の申
請を行ったことまたは調停の

（不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周
知・啓発することについて措置を講じていると認められる例） 
① 就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書におい
て、労働者が職場におけるハラスメントに関し相談をしたこと、
または事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働
者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周
知・啓発をすること。 
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出頭の求めに応じたこと（以
下「ハラスメントの相談等」
という。）を理由として、解
雇その他の不利益な取扱いを
行ってはならない旨を定め、
労働者に周知・啓発するこ
と。 

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報または啓発のた
めの資料等に、労働者が職場におけるハラスメントに関し相談を
したこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由とし
て、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載
し、労働者に配布等すること。 

 

 

２ 事業主が職場におけるハラスメントに起因する問題に関し行うことが望ましい取組等の内容 

事業主は、当該事業主が雇用する労働者または当該事業主（法人の場合は、その役員）が行う職場に
おけるハラスメントを防止するため、職場におけるハラスメントに起因する問題に関し雇用管理上講ず
べき措置（１の各措置）に加え、次の取組を行うことが望ましい（(2)-1イの措置については講じなけ
ればならない）。 

 

(1) 一元的に相談に応じることのできる体制の整備 

 職場におけるハラスメントは、他のハラスメントと複合的に生じることも想定されるから、職
場におけるハラスメントの相談窓口を一体的に設置し、他のハラスメントと一体的に相談に応じ
ることのできる体制を整備することが望ましい。 

 

（一元的に相談に応じることのできる体制の例） 
① 相談窓口で受け付けることのできる相談として、特定のハラ
スメントだけでなく、各種のハラスメントを明示すること。 

② 職場におけるセクシュアルハラスメントの相談窓口等が他の
ハラスメントの相談窓口を兼ねること。 

 

(2)-1 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解
消するための措置 

 事業主は、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要
因を解消するため、イの措置を講じなければならず、また、ロの措置を講ずることが望ましい。 

 なお、措置を講ずるにあたっては、 
(ⅰ) 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの背景には妊娠・出産・育児

休業等に関する否定的な言動もあるが、当該言動の要因の一つには、妊娠した労働者がつわ
りなどの体調不良のため労務の提供ができないことや労働能率が低下すること、労働者が所
定労働時間の短縮措置を利用することで短縮分の労務提供ができなくなること等により、周
囲の労働者の業務負担が増大することもあることから、周囲の労働者の業務負担等にも配慮
すること 

(ⅱ) 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコ
ミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識
を持つこと 

のいずれも重要であることに留意することが必要である。 
イ 業務体制の整備など、事業
主や制度等の利用を行う労働
者その他の労働者の実情に応
じ、必要な措置を講ずること
（派遣労働者にあっては、派
遣元事業主に限る。）。 

（必要な措置を講じていると認められる例） 

① 妊娠等した労働者や制度等の利用を行う労働者の周囲の労働
者への業務の偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直しを
行うこと。 

② 業務の点検を行い、業務の効率化等を行うこと。 
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ロ 労働者の側においても、制
度等の利用ができるという知
識を持つことや、周囲と円滑
なコミュニケーションを図り
ながら自身の制度の利用状況
等に応じて適切に業務を遂行
していくという意識を持つこ
と等を、制度等の利用の対象
となる労働者に周知・啓発す
ることが望ましいこと（派遣
労働者にあっては、派遣元事
業主に限る。）。 

（周知・啓発を適切に講じていると認められる例） 

① 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発の
ための資料等に、労働者の側においても、制度等の利用ができ
るという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーション
を図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂
行していくという意識を持つこと等について記載し、妊娠等し
た労働者や制度等の利用の対象となる労働者に配布等するこ
と。 

② 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を
持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自
身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂行していくとい
う意識を持つこと等について、人事部門等から妊娠等した労働
者や制度等の利用の対象となる労働者に周知・啓発すること。 

 

(2)-2 職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置 
 事業主は、職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、次の取
組を行うことが望ましい。 
 なお、取組を行うにあたっては、労働者個人のコミュニケーション能力の向上を図ることは、
職場におけるパワーハラスメントの行為者・被害者の双方になることを防止する上で重要である
ことや、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場における
パワーハラスメントには該当せず、労働者が、こうした適正な業務指示や指導を踏まえて真摯に
業務を遂行する意識を持つことも重要であることに留意することが必要である。 
イ コミュニケーションの活性化
や円滑化のために研修等の必
要な取組を行うこと。 

（コミュニケーションの活性化や円滑化のために必要な取組例） 

① 日常的なコミュニケーションを取るよう努めることや定期的
に面談やミーティングを行うことにより、風通しの良い職場環
境や互いに助け合える労働者同士の信頼関係を築き、コミュニ
ケーションの活性化を図ること。 

② 感情をコントロールする手法についての研修、コミュニケー
ションスキルアップについての研修、マネジメントや指導につ
いての研修等の実施や資料の配布等により、労働者が感情をコ
ントロールする能力やコミュニケーションを円滑に進める能力
等の向上を図ること。 

ロ 適正な業務目標の設定等の職
場環境の改善のための取組を
行うこと。 

（職場環境の改善のための取組例） 

① 適正な業務目標の設定や適正な業務体制の整備、業務の効率
化による過剰な長時間労働の是正等を通じて、労働者に過度に
肉体的・精神的負荷を強いる職場環境や組織風土を改善するこ
と。 

 

⑶ 労働者や労働組合等の参画を得ること 

 事業主は、事業主が職場におけるハラスメントに起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置
（１の措置）を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調
査や意見交換等を実施するなどにより、その運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努
めることが重要である。 
 なお、労働者や労働組合等の参画を得る方法として、例えば、労働安全衛生法第 18 条第１項
に規定する衛生委員会の活用なども考えられる。 

 

 

３ 事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容 

事業主は、当該事業主が雇用する労働者が、他の労働者（他の事業主が雇用する労働者及び求職者を
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含む。）のみならず、個人事業主、インターンシップを行っている者等の労働者以外の者に対する言動
についても必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主（その者が法人である場合にあっては、そ
の役員）自らと労働者も、労働者以外の者に対する言動について必要な注意を払うよう努めることが望
ましい。 

 

(1) 当該事業主が雇用する労働者以外の者に対するハラスメントを行ってはならない旨の方針の
明確化 

 事業主は、職場におけるハラスメントの内容および職場におけるハラスメントを行ってはなら
ない旨の方針の明確化等（１(1)イ）を行う際に、当該事業主が雇用する労働者以外の者（他の事
業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者及び労働者以外の者）に対する言動につい
ても、同様の方針を併せて示すことが望ましい。 
 また、これらの者から職場におけるハラスメントに類すると考えられる相談があった場合に
は、その内容を踏まえて、１の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努め
ることが望ましい。 

 

 

４ セクシュアルハラスメントに関し、他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力 

（※ セクハラ措置指針だけで言及されている記述であるが、他の類型のハラスメントの場合にも同様の
強力をすることが望ましいといえる。） 

男女雇用機会均等法 11条３項の規定により、事業主は、当該事業主が雇用する労働者又は当該事業
主（その者が法人である場合にあっては、その役員）による他の事業主の雇用する労働者に対する職場
におけるセクシュアルハラスメントに関し、他の事業主から、事実関係の確認等の雇用管理上の措置の
実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。 
また、同項の規定の趣旨に鑑みれば、事業主が、他の事業主から雇用管理上の措置への協力を求めら

れたことを理由として、当該事業主に対し、当該事業主との契約を解除する等の不利益な取扱いを行う
ことは望ましくない。 

 

 

５ 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関
し行うことが望ましい取組の内容 

（※ カスハラに関する取組である。カスハラ対策の取組の詳細は、「資料７ カスタマーハラスメント
対策の基本的な枠組み」を参照されたい。） 

事業主は、取引先等の他の事業主が雇用する労働者または他の事業主（その者が法人である場合にあ
っては、その役員）からのハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為（暴行、脅迫、ひどい暴言、著
しく不当な要求等）により、その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう、雇用管理上の
配慮として、例えば、⑴及び⑵の取組を行うことが望ましい。また、⑶のような取組を行うことも、そ
の雇用する労働者が被害を受けることを防止する上で有効と考えられる。 

 
(1) 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

 事業主は、他の事業主が雇用する労働者等からのハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為
に関する労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な
体制の整備として、１(2)[相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備]のイおよびロの
例も参考にしつつ、次の取組を行うことが望ましい。 
 また、併せて、労働者が当該相談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行っ
てはならない旨を定め、労働者に周知・啓発することが望ましい。 
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イ 相談先（上司、職場内の担
当者等）をあらかじめ定め、
これを労働者に周知するこ
と。 

 

ロ イの相談を受けた者が、相
談に対し、その内容や状況に
応じ適切に対応できるように
すること。 

 

 

(2) 被害者への配慮のための取組 
 事業主は、相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのハラスメント
や顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための取
組を行うことが望ましい。 
 （被害者への配慮のための取組例） 

・事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への
相談対応、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な
場合に一人で対応させない等の取組を行うこと。 

 

(3) 他の事業主が雇用する労働者等からのハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を
防止するための取組 

 ⑴及び⑵の取組のほか、他の事業主が雇用する労働者等からのハラスメントや顧客等からの著しい
迷惑行為からその雇用する労働者が被害を受けることを防止する上では、事業主が、こうした行為へ
の対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等の取組を行うことも有効と考えられる。 
 また、業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種・業
態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組を進めるこ
とも、被害の防止にあたっては効果的と考えられる。 
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